
  2-3　弁 護 士 の 活 動 領 域 の 拡 が り

（２）　司 法 修 習 期 別 企 業 内 弁 護 士 数

修 習 期 人 数 （人 ） 修 習 期 人 数 （人 ） 修 習 期 人 数 （人 ） 修 習 期 人 数 （人 ）

30期 3 40期 3 50期 14 60期 65

31期 0 41期 4 51期 17 61期 89

32期 0 42期 6 52期 20 62期 71

33期 0 43期 4 53期 16 63期 61

34期 0 44期 6 54期 33

35期 1 45期 2 55期 19

36期 1 46期 6 56期 31

37期 2 47期 9 57期 25

38期 2 48期 12 58期 15

39期 6 49期 15 59期 18

30期 台 合 計 15 40期 台 合 計 67 50期 台 合 計 208 60期 台 合 計 286

（３）　企 業 内 弁 護 士 の 所 属 先 企 業 の 業 種
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③ 機 械 ・電 気 ・精 密 機 器 等 メー カ ー
④ 情 報 ・通 信 業

⑪ 陸 ・海 ・空 運 業

【注】1. JILA（日本組織内弁護士協会）調べによるデータをもとに、企業内弁護士の所属する業種別に
         日弁連が集計したものである。
      2. 勤務先の企業所在地を事務所所在地として日弁連に登録している弁護士のみを計上している。
      3. その他には、食料品、電気・ガス業、化学、石油・石炭製品、監査法人などが含まれる。

⑫ そ の 他
　　合 　計 　　

⑤ 卸 売 ・小 売 業
⑥ サ ー ビ ス 業
⑦ 医 薬 品

　下表は、司法修習期別の企業内弁護士数を示したものである。60期以降の企業内弁護士数が圧

倒的に多くなっている。

業 　種
① 証 券 ・商 品 先 物 取 引 業 そ の 他 金 融 業 等

⑧ 不 動 産 業
⑨ サ ー ビ サ ー （債 権 回 収 会 社 ）
⑩ 建 設 業

【注 】1. 日 弁 連 デ ー タを もとに JILA（日 本 組 織 内 弁 護 士 協 会 ）調 べ に よるもの 。
      2 . 上 記 の ほ か 、11期 、13期 、17期 、19期 、20期 、28期 に 各 1人 、29期 に 2人 、未 登 録 が 4人 い る。
      3 . 30期 は 、1978年 に 司 法 修 習 を 終 了 。60期 以 降 、法 科 大 学 院 を 卒 業 した 新 司 法 試 験 合 格 者 を 含 む 。

　企業内弁護士が所属する企業の業種では、証券・商品先物取引業等の金融業が23.8％で最も多

く、次いで銀行・保険業の15.1％と金融関係が多い傾向にある。

② 銀 行 ・保 険 業

（2011年 6月 末 日 現 在 ）

① 23.8%

② 15.1%

③ 12.8%

④ 12.2%

⑤ 8.8%⑥ 3.2%

⑦ 2.9%

⑧ 2.4%

⑨ 1.7%

⑩ 1.0%

⑪ 0.7%

⑫ 15.3%

所 属 先 企 業 業 種 の 分 布

■ 修 習 期 別 企 業 内 弁 護 士 数■ （2011年 6月 末 日 現 在 ）
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